
前橋工科大学大学院履修規程 

 

平成２５年４月１日制定 

公立大学法人前橋工科大学規程第９１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、前橋工科大学大学院学則（平成２５年規則第３号。以下「大学

院学則」という。）第１２条、第１６条、第３１条及び第３２条の規定により、

授業科目名等の細目、履修方法の細目及び修了の認定の細目に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

（履修の制限等） 

第２条 学生は、大学院学則第１５条第１項の規定により承認を受けた授業科目以外

の授業科目を履修し、単位を修得することはできない。 

２ 大学院学則第１５条第１項の規定により履修の承認を受けた授業科目は、次の場

合に限り変更することができる。 

(1) 時間割が変更になった場合 

(2) 履修指導上の観点からその必要が認められた場合 

３ 学生は、授業時間の重複する授業科目を同時に履修申請することはできない。 

（授業科目及び修了要件等） 

第３条 大学院工学研究科の各専攻の授業科目、単位数及び修了要件等は、別表のと

おりとする。 

（博士前期課程における他専攻の授業科目の履修） 

第４条 削除 

（授業科目の単位認定） 

第５条 授業科目の単位の認定は、履修の承認を得た授業科目についてのみ行うもの

とする。ただし、履修の承認を得た授業科目の出席時間数が、当該授業科目の全

時間数の３分の２に満たない場合には、原則として単位を認定しないものとす

る。 

（不正行為に対する措置） 

第６条 大学院学則第１８条第２項に規定する試験等において不正行為のあった者に

ついては、当該学期の科目の履修が全て無効となるほか、大学院学則第５２条第

１項の規定により懲戒処分とする。 

（再履修） 

第７条 大学院学則第１８条第１項の規定による単位の修得が認められなかった授業

科目は、再度申請し、履修することができる。 



（追試験） 

第８条 大学院学則第２２条第２項に規定する追試験を受けることを希望する学生

は、追試験願及び試験を受けられなかった理由を証する文書を、指定された期間

内に学長に提出しなければならない。 

（学修の評価） 

第９条 大学院学則第２３条に規定する学修の評価は、次のとおりとする。 

(1) Ａ ８０点以上 

(2) Ｂ ７０点以上８０点未満 

(3) Ｃ ６０点以上７０点未満 

(4) Ｄ ６０点未満 

２ 学生は、学生本人の成績評価について疑義があるときは、異議を申し立てること

ができる。 

 （書類の様式） 

第１０条 追試験願の様式は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において前橋工科大学の

設置及び管理に関する条例（平成８年前橋市条例第３４号）に基づき設置された

前橋工科大学大学院（以下「本学大学院」という。）に在学する学生で、施行日

以後も引き続き在学するものについては、この規程の規定にかかわらず、廃止前

の前橋工科大学大学院履修規程（平成１３年工科大学訓令甲第２１号）の例によ

る。 

３ 施行日以後に再入学をする者については、この規程の規定にかかわらず、当該者

が再入学をする年次に属する学生の例による。  

４ 施行日の前日において本学大学院に在学する学生（同日をもって博士前期課程又

は博士後期課程を修了する者及び除籍される者を除く。）になされた履修、成績

評価、試験その他の行為は、この規程の相当規定に基づきなされたものとみな

す。 

   附 則（平成２６年２月１０日規程第２号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において前橋工科大学大



学院に在学する学生で、施行日以後も引き続き在学するものに対する授業科目の

単位の認定については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 施行日以後に再入学をする者については、この規程の規定にかかわらず、当該者

が再入学をする年次に属する学生の例による。  

附 則（平成２７年１月１７日規程第３号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において前橋工科大学大

学院に在学する学生で、施行日以後も引き続き在学するものに対する授業科目の

単位の認定については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

３ 別表の４の表中 を に、

｢ ｣を「 」に改める規定は、

施行日以後の入学者から適用し、施行日の前日に前橋工科大学大学院に在学して

いる学生で、施行日以後も引き続き在学するものについては、この規程の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

４ 施行日以後に再入学をする者については、この規程の規定にかかわらず、当該者

が再入学をする年次に属する学生の例による。  

附 則（平成２７年３月２６日規程第７号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。  

「 

【修了要件】 
１ 必修科目２０単位及
び専攻開設科目の選択
科目６単位以上含んで
合計３０単位以上を修
得すること。この場合
において、工学研究科
長が認める他専攻の科
目６単位までを選択科
目の単位に含めること
ができる。 

 
２ 修士論文を提出し、
論文審査に合格するこ
と。 

 

」 

「 

【修了要件】 
１ 必修科目１８単位及
び選択科目１２単位以
上の合計３０単位以上
を修得すること。この
場合において、選択科
目１２単位以上には専
攻開設科目の３分野の
選択科目のうち、専攻
する分野の科目を６単
位以上修得すること。 

 
２ 前項に規定する選択
科目には、工学研究科
長が認める他専攻の科
目６単位までを含める
ことができる。 

 
３ 修士論文を提出し、
論文審査に合格するこ
と。 

 

」 

インターンシップ ２   1 

 

インターンシップ   ２   1 

｣  



附 則（平成２８年１月１５日規程第２号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において前橋工科大学大

学院に在学する学生で、施行日以後も引き続き在学するものに対する授業科目の

単位の認定については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

３ 別表の５の表中 を に、 

を 

「 
【修了要件】 
１ 必修科目１６単位及
び選択科目１４単位以
上含んで合計３０単位
以上を修得すること。
この場合において、工
学研究科長が認める他
専攻の科目６単位まで
を選択科目の単位に含
めることができる。 

 
２ 修士論文を提出し、
論文審査に合格するこ
と。 

 
」 

「 
【修了要件】 
１ 必修科目１８単位及
び選択科目１２単位以
上含んで合計３０単位
以上を修得すること。
この場合において、工
学研究科長が認める他
専攻の科目６単位まで
を選択科目の単位に含
めることができる。 
 

２ 修士論文を提出し、
論文審査に合格するこ
と。 
 

」 

「 

生
物
科
学
分
野 

 生物工学特論Ⅰ   ２ １・２ 

 分子生物学特論   ４ １・２ 

 タンパク質化学特論   ４ １・２ 

 糖鎖工学特論   ４ １・２ 

 微生物学特論   ４ １・２ 

 植物生理学特論   ４ １・２ 

生
物
利
用
分
野 

 生物工学特論Ⅱ   ２ １・２ 

 植物代謝工学特論   ４ １・２ 

 応用微生物学特論   ４ １・２ 

 食品工学特論   ４ １・２ 

 食品生理機能学特論   ４ １・２ 

 生物工学特別演習 ４   １～２ 

 特別研究 １２   １～２ 

」 



に改める規定は、 

施行日以後の入学者から適用し、施行日の前日に前橋工科大学大学院に在学して

いる学生で、施行日以後も引き続き在学するものについては、この規程の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

４ 施行日以後に再入学をする者については、この規程の規定にかかわらず、当該者

が再入学をする年次に属する学生の例による。  

附 則（平成２８年１２月２８日規程第 号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

「 

生
物
科
学
分
野 

 分子生物学特論Ⅰ   ２ １・２ 

 分子生物学特論Ⅱ   ２ １・２ 

 タンパク質化学特論Ⅰ   ２ １・２ 

 タンパク質化学特論Ⅱ   ２ １・２ 

 糖鎖工学特論Ⅰ   ２ １・２ 

 糖鎖工学特論Ⅱ   ２ １・２ 

 微生物学特論Ⅰ   ２ １・２ 

 微生物学特論Ⅱ   ２ １・２ 

 植物生理学特論Ⅰ   ２ １・２ 

 植物生理学特論Ⅱ   ２ １・２ 

生
物
利
用
分
野 

 植物代謝工学特論Ⅰ   ２ １・２ 

 植物代謝工学特論Ⅱ   ２ １・２ 

 応用微生物学特論Ⅰ   ２ １・２ 

 応用微生物学特論Ⅱ   ２ １・２ 

 食品工学特論Ⅰ   ２ １・２ 

 食品工学特論Ⅱ   ２ １・２ 

 食品生理機能学特論Ⅰ   ２ １・２ 

 食品生理機能学特論Ⅱ   ２ １・２ 

分
野
共
通 

 生物工学特論Ⅰ ２   １・２ 

 生物工学特論Ⅱ ２   １・２ 

 インターンシップ   ２ １ 

 生物工学特別演習Ⅰ ２   １ 

 生物工学特別演習Ⅱ ２   ２ 

 特別研究 １０   １～２ 

」 



２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において前橋工科大学大

学院に在学する学生で、施行日以後も引き続き在学するものに対する授業科目の

単位の認定については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

３ 別表の４の表中 を に、 

を 

「 
【修了要件】 
１ 必修科目１８単位及
び選択科目１２単位以
上の合計３０単位以上
を修得すること。この
場合において、選択科
目１２単位以上には専
攻開設科目の３分野の
選択科目のうち、専攻
する分野の科目を６単
位以上修得すること。 

 
２ 前項に規定する選択
科目には、工学研究科
長が認める他専攻の科
目６単位までを含める
ことができる。 

 
３ 修士論文を提出し、
論文審査に合格するこ
と。 

 
」 

「 

【修了要件】 
１ 特別研究及び選択科
目２０単位以上の合計
３０単位以上を修得す
ること。この場合にお
いて、選択科目２０単
位以上には専攻開設科
目の３分野の選択科目
のうち、専攻する分野
の科目を６単位以上修
得すること。 

 
２ 前項に規定する選択
科目には、工学研究科
長が認める他専攻の科
目６単位までを含める
ことができる。 

 
３ 修士論文を提出し、
論文審査に合格するこ
と。 

 

」 

「 

研究科共通 

科目 

 データ解析特論   ２ １･２ 

 学術英語特論   ２ １･２ 

 知財特論   ２ １･２ 

 プレゼンテーション演習   ２ １･２ 

 数学特論Ａ   ２ １･２ 

 数学特論Ｂ   ２ １･２ 

 数学特論Ｃ   ２ １･２ 

 物理学特論   ２ １･２ 

 化学特論   ２ １･２ 

」 



に、 

を 

に改める規定は、 

施行日以後の入学者から適用し、施行日の前日に前橋工科大学大学院に在学して

いる学生で、施行日以後も引き続き在学するものについては、この規程の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

４ 施行日以後に再入学をする者については、この規程の規定にかかわらず、当該者

が再入学をする年次に属する学生の例による。  

附 則（平成３０年１月１１日規程第３号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において前橋工科大学大

学院に在学する学生で、施行日以後も引き続き在学する者に対する授業科目の単

位の認定については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

３ 別表の２の表中、都市景デザイン特論及び創発デザイン特論の項を削り、同表の

「 

研究科共通 

科目 

 データ解析特論   ２ １ 

 学術英語特論   ２ １ 

 知財特論   ２ １ 

 プレゼンテーション演習   ２ １ 

 数学特論Ａ   ２ １･２ 

 数学特論Ｂ   ２ １･２ 

 数学特論Ｃ   ２ １･２ 

 物理学特論   ２ １･２ 

 化学特論   ２ １･２ 

」 

「 

分
野
共
通 

 プロジェクトⅠ ２   1 

 プロジェクトⅡ ２   1 

 プロジェクトⅢ ２   2 

 プロジェクトⅣ ２   2 

 インターンシップ   ２ 1 

」 

「 

分
野
共
通 

 インターンシップ   ２ 1 

」 



３の表中 

を 

に、 

同表の４の表中 

を 

「 

Ａ 

群 

 数理計画特論   2 1 

 知識データ処理特論   2 1 

 計算量理論特論   2 1 

 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｱｰｷﾃｸﾁｬ特論   2 1 

 アルゴリズム特論   2 1 

」 

「 

Ａ 

群 

 数理計画特論   2 1 

 知識データ処理特論   2 1 

 計算量理論特論   2 1 

 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｱｰｷﾃｸﾁｬ特論   2 1 

 アルゴリズム特論   2 1 

情報通信システム特論   2 1 

」 

「 

シ
ス
テ
ム
分
野 

生
体
情
報
計
測 

 光診断学特論   2 1 

 生体計測工学特論   2 1 

 生体信号処理特論   2 1 

 生体データマイニング特論   2 1 

シ
ス
テ
ム
分
野 

生
体
機
能
制
御 

 生体制御システム特論   2 1 

 生体形状処理工学特論   2 1 

 薄膜回路特論    2 1 

 ロボティックス制御特論   2 1 

工
学
分
野 

シ
ス
テ
ム
神
経 

 視覚神経科学特論   2 1 

 脳情報処理学特論   2 1 

 神経機能科学特論   2 1 

 分子イメージング科学特論    2 1 

」 



に改める規程は、 

施行日以後の入学者から適用し、施行日の前日に前橋工科大学大学院に在学して

いる学生で、施行日以後も引き続き在学する者については、この規程の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

４ 施行日以後に再入学をする者については、この規程の規定にかかわらず、当該者

が再入学をする年次に属する学生の例による。  

   附 則（平成３１年２月２１日規程第８号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において前橋工科大学大

学院に在学する学生で、施行日以後も引き続き在学するものに対する授業科目の

単位の認定については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

３ 別表の５の表中 

「 」を 

に改める規定は、施行日以後の入学者

から適用し、施行日の前日に前橋工科大学大学院に在学している学生で、施行日

以後も引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前

「 

工
学
分
野 

シ
ス
テ
ム
神
経 

 視覚神経科学特論   2 1 

 脳情報処理学特論   2 1 

分子イメージング科学特論   2 1 

 神経機能科学特論   2 1 

シ
ス
テ
ム
分
野 

生
体
情
報
計
測 

 光診断学特論   2 1 

 生体計測工学特論   2 1 

 生体信号処理特論   2 1 

 生体データマイニング特論   2 1 

シ
ス
テ
ム
分
野 

生
体
機
能
制
御 

 生体制御システム特論   2 1 

 生体形状処理工学特論   2 1 

 ロボティックス制御特論   2 1 

システムデザイン特論   2 1 

」 

特別研究 10  1~2 

 
「 

特別研究Ⅰ 5  1 

特別研究Ⅱ 5  2 

」 



の例による。 

４ 施行日以後に再入学をする者については、この規程の規定にかかわらず、当該者

が再入学をする年次に属する学生の例による。  

附 則（令和２年１月９日規程第２号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において前橋工科大学大

学院に在学する学生で、施行日以後も引き続き在学する者に対する授業科目の単

位の認定については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

３ 施行日以後に再入学をする者については、この規程の規定にかかわらず、当該者

が再入学をする年次に属する学生の例による。  

附 則（令和２年１２月２５日規程第２４号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において前橋工科大学大

学院に在学する学生で、施行日以後も引き続き在学する者に対する授業科目の単

位の認定については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

３ 施行日以後に再入学をする者については、この規程の規定にかかわらず、当該者

が再入学をする年次に属する学生の例による。  

附 則（令和４年３月３１日規程第３号） 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。  

２ この規程による改正前の別表の規定により単位の認定を受けた授業科目について

は、改正後の同表の規定にかかわらず、なおその効力を有する。 

附 則（令和５年１月２５日規程第２号） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正前の別表の規定により単位の認定を受けた授業科目について

は、改正後の同表の規定にかかわらず、なおその効力を有する。  

附 則（令和６年２月１日規程第２号） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。  

２ この規程による改正前の別表の規定により単位の認定を受けた授業科目について

は、改正後の同表の規定にかかわらず、なおその効力を有する。  

附 則（令和７年３月２１日規程第５号） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。  



２ この規程による改正前の別表の規定により単位の認定を受けた授業科目について

は、改正後の同表の規定にかかわらず、なおその効力を有する。  

附 則（令和８年１月７日規程第２号） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の前橋工科大学大学院履修規程（次項において「改正後の規程」という。）

の規定は、この規程の施行の日（以下「施行日」という。）以後に本学に入学す

る者について適用し、施行日前に本学に在学し、施行日以後も引き続き在学する

者については、なお従前の例による。 

３ 令和８年度から令和１０年度までの間に再入学をする者については、改正後の規

程の規定にかかわらず、その者が再入学をする年次に属する学生の例による。  



別表（第３条関係）

必修 選択

学術英語特論 2 1･2

数学特論Ａ 2 1･2

数学特論Ｂ 2 1･2

数学特論Ｃ 2 1･2

物理学特論 2 1･2

化学特論 2 1･2

データ解析特論 2 1･2

知財特論 2 1･2

プレゼンテーション演習 2 1･2

グローカル・イノベーション 2 1･2

特別研究Ⅰ 2 1

特別研究Ⅱ 8 2

建築生産特論 2 1･2

建築マネジメント演習 2 1･2

システムデザイン特論 2 1･2

都市デザイン特論 2 1･2

都市・環境デザイン演習 2 1･2

情報通信システム特論 2 1･2

労働安全衛生特論 2 1･2

データサイエンス特論 2 1･2

ネットワークセキュリティ特論 2 1･2

人間機能構造学特論 2 1･2

神経科学特論 2 1･2

コンクリート工学特論 2 1･2

セメント化学特論 2 1･2

材料力学特論 2 1･2

鋼構造学特論 2 1･2

都市計画特論 2 1･2

水環境工学特論 2 1･2

建設情報処理特論 2 1･2

河川環境工学特論 2 1･2

防災地盤工学特論 2 1･2

建築史特論 2 1･2

建築意匠特論 2 1･2

パブリックアーキテクチャー特論 2 1･2

地域環境計画特論 2 1･2

建築設計演習 2 1･2

コ
ー
ス
専
門
科
目

教
養
科
目

研
究
科
教
養
共
通
科
目

【修了要件】
１　 必修科目１０単位及
　び選択科目２０単位以
　上（バイオテクノロジー
　コースにあっては、生物
　工学特論Ⅰ、Ⅱ、生物
　工学特別演習Ⅰ及び
　Ⅱ　を含む選択科目２０
　単位以上）の合計３０単
　位以上を修得すること。

２ 　修士論文を提出し、
　論文審査に合格する
　こと。この場合において
　修士作品をもって修士
　論文に代えることができ
　る。

専
門
科
目

研
究
科
専
門
共
通
科
目

複
数
コ
ー

ス
横
断
科
目

１　環境・生命工学専攻（博士前期課程）

科目区分 授 業 科 目
単位数 配当

年次
備　　　　考



パブリックアーキテクチャー設計演習 2 1･2

建築設備設計演習 2 1･2

建築熱・空気環境計画特論 2 1･2

環境建築学特論 2 1･2

建築音環境工学特論 2 1･2

建築鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計演習 2 1･2

建築耐震工学演習 2 1･2

建築地震工学特論 2 1･2

建築合成構造特論 2 1･2

建築構造解析演習 2 1･2

荷重・安全論演習 2 1･2

インターンシップＡ 4 1･2

インターンシップＢ 4 1･2

インターンシップＣ 4 1･2

インターンシップＤ 2 1･2

建築構造計画特論 2 1･2

クラフトデザイン特論 2 1･2

プロダクトデザイン特論 2 1･2

プロダクトデザイン演習 2 1･2

情報メディアデザイン演習 2 1･2

デザイン心理学特論 2 1･2

計算量理論特論 2 1･2

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｱｰｷﾃｸﾁｬ特論 2 1･2

アルゴリズム特論 2 1･2

プロテオミクス特論 2 1･2

バイオインフォマティクス特論 2 1･2

システム生物学特論 2 1･2

最適化特論 2 1･2

脳情報処理学特論 2 1･2

光診断学特論 2 1･2

生体計測工学特論 2 1･2

生体信号処理特論 2 1･2

生体制御システム特論 2 1･2

電磁波工学特論 2 1･2

ロボティックス制御特論 2 1･2

コンピュータビジョン特論 2 1･2

分子生物学特論 2 1･2

糖鎖工学特論 2 1･2

微生物学特論 2 1･2

コ
ー

ス
専
門
科
目

【修了要件】
１　 必修科目１０単位及
　び選択科目２０単位以
　上（バイオテクノロジー
　コースにあっては、生物
　工学特論Ⅰ、Ⅱ、生物
　工学特別演習Ⅰ及び
　Ⅱ　を含む選択科目２０
　単位以上）の合計３０単
　位以上を修得すること。

２ 　修士論文を提出し、
　論文審査に合格する
　こと。この場合において
　修士作品をもって修士
　論文に代えることができ
　る。

専
門
科
目



植物生理学特論 2 1･2

生体分析化学特論 2 1･2

ゲノム生物学特論 2 1･2

植物代謝工学特論 2 1･2

食品工学特論 2 1･2

生物工学特論Ⅰ 2 1･2

生物工学特論Ⅱ 2 1･2

生物工学特別演習Ⅰ 1 1

生物工学特別演習Ⅱ 1 2

コ
ー

ス
専
門
科
目

【修了要件】
１　 必修科目１０単位及
　び選択科目２０単位以
　上（バイオテクノロジー
　コースにあっては、生物
　工学特論Ⅰ、Ⅱ、生物
　工学特別演習Ⅰ及び
　Ⅱ　を含む選択科目２０
　単位以上）の合計３０単
　位以上を修得すること。

２ 　修士論文を提出し、
　論文審査に合格する
　こと。この場合において
　修士作品をもって修士
　論文に代えることができ
　る。

専
門
科
目



必修 選択

2 1･2･3

2 1･2･3

2 1･2･3

2 1･2･3

2 1･2･3

2 1･2･3

2 1･2･3

2 1･2･3

2 1･2･3

2 1･2･3

6 1～3

専 攻 開 設
科 目

 建設工学論A 【修了要件】
１　 必修科目６単位及び
　選択科目４ 単位以上
　の合計１０単位以上を
　修得すること。

２　 博士学位論文を提出
　し、論文審査に合格す
　ること。

３　　大学院学則第32条
　第２項の規定の適用を
　受ける者については、
　特別研究の配当年次を
　「１・２・３」と読み替える
　ものとする。

 建築学論B

 生命情報学論A

 生命情報学論B

 生物工学論B

 特別研究

 システム生体工学論A

 建設工学論B

 建築学論A

 システム生体工学論B

 生物工学論A

２　環境・生命工学専攻（博士後期課程）

科目区分 授 業 科 目
単位数 配当

年次
備　　　　考


